
 

担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

 
 

担

当

課

（

室

）

目
　

　

　

次

 
 

【

公
　

　

　

告

】

 

○
　

岡

山

港

（

福

島

・

高

島

地

区

）

港

湾

施

設

の

指

港

湾

課

 

定

管

理

者

の

募

集

岡

山

県

公

報
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□
五
一
三
□
岡
山
県
港
湾
施
設
管
理
及
び
利
用
条
例
□
昭
和
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
一
号
□
以

下
□
条
例
□
と
い
う
□
□
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
□
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
募
集
す
る
□ 

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

対
象
施
設
□
平
成
十
九
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号
□
指
定
管
理
施
設
の
指
定
□
に
掲
げ
る

指
定
管
理
施
設
□ 

 

１ 

名
称 

 
 

 

岡
山
港
に
お
け
る
岡
山
県
の
管
理
に
属
す
る
港
湾
施
設
の
う
ち
□
２
に
掲
げ
る
地
区
に
所
在
す 

る
３
に
掲
げ
る
施
設
□
以
下
□
指
定
管
理
施
設
□
と
い
う
□
□ 

 
 

２ 

所
在
地 

 
 
 

(1) 

福
島
地
区
□
岡
山
市
南
区
築
港
元
町
地
内
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□ 

 
 

(2) 

高
島
地
区
□
岡
山
市
中
区
新
築
港
地
内
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□ 

 
 

３ 

施
設
概
要 

 
 

 
 

浮
さ
ん
橋
□
岸
壁
□
物
揚
場
□
野
積
場
□
港
湾
施
設
用
地
□
上
屋
及
び
こ
れ
ら
に
隣
接
す
る
臨

港
道
路
の
一
部
□
給
水
施
設
□
オ
イ
ル
フ
□
ン
ス
格
納
庫
□
福
島
地
区
に
所
在
す
る
も
の
に
限
る
□
□

及
び
緑
地
□
高
島
一
号
緑
地
□
高
島
二
号
緑
地
□
高
島
三
号
緑
地
□
高
島
四
号
緑
地
□
高
島
五
号

緑
地
□
高
島
六
号
緑
地
□
高
島
七
号
緑
地
及
び
高
島
八
号
緑
地
に
限
る
□
□
並
び
に
こ
れ
ら
の
附

帯
施
設 

二 

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
の
基
準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

指
定
管
理
者
が
行
う
指
定
管
理
施
設
の
管
理
の
基
準
は
□
港
湾
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

十
八
号
□
□
国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
六
年

法
律
第
三
十
一
号
□
並
び
に
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
及
び
省
令
□
条
例
□
岡
山
県
港
湾
施
設

管
理
及
び
利
用
条
例
施
行
規
則
□
昭
和
二
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
七
号
□
□
指
定
管
理
者
の
指

定
の
申
請
等
に
関
す
る
規
則
□
平
成
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
百
三
十
四
号
□
並
び
に
別
に
示
す
岡
山

港
福
島
・
高
島
地
区
港
湾
施
設
指
定
管
理
者
業
務
仕
様
書
□
以
下
□
仕
様
書
□
と
い
う
□
□
に
規
定

す
る
と
お
り
と
す
る
□ 

三 

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
内
容 

 

１ 

指
定
管
理
施
設
の
占
用
等
の
許
可
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

２ 

指
定
管
理
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
□ 

 

３ 

そ
の
他
指
定
管
理
施
設
の
運
営
に
関
し
必
要
な
業
務 

四 

指
定
管
理
者
の
指
定
の
期
間 

 
 
 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
□
予
定
□ 

五 

利
用
料
金
及
び
管
理
運
営
費
等 

 

１ 

指
定
管
理
施
設
の
利
用
に
係
る
料
金
□
以
下
□
利
用
料
金
□
と
い
う
□
□
は
□
指
定
管
理
者
自 

ら
の
収
入
と
し
て
収
受
し
□
指
定
管
理
施
設
の
管
理
運
営
に
要
す
る
費
用
□
以
下
□
管
理
運
営
費
□ 

と
い
う
□
□
に
充
て
る
も
の
と
す
る
□ 

 

２ 

消
耗
品
の
交
換
□
一
件
五
十
五
万
円
ま
で
□
か
つ
□
年
総
額
三
百
三
十
万
円
ま
で
の
施
設
の
修 

 
 

繕
及
び
消
防
用
設
備
等
の
法
定
点
検
に
つ
い
て
は
□
指
定
管
理
者
の
負
担
と
す
る
□ 

 

 

３ 

指
定
管
理
者
は
□
募
集
要
項
に
定
め
る
基
準
納
入
額
□
以
下
□
基
準
納
入
額
□
と
い
う
□
□
を
□ 

会
計
年
度
□
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
□
以
下
同
じ
□
□
ご
と
に
県
に
納
入
す
る 

も
の
と
す
る
□ 

 

４ 

指
定
管
理
者
は
□
指
定
の
申
請
時
に
提
出
す
る
収
支
予
算
書
の
収
入
と
支
出
の
差
額
□
以
下
□
予 

定
剰
余
金
□
と
い
う
□
□
の
う
ち
□
基
準
納
入
額
を
上
回
る
額
の
二
分
の
一
の
額
□
以
下
□
予
定 

剰
余
金
追
加
納
入
額
□
と
い
う
□
□
を
□
会
計
年
度
ご
と
に
県
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
□ 

 

５ 

指
定
管
理
者
は
□
毎
会
計
年
度
終
了
後
□
利
用
料
金
等
の
収
入
額
か
ら
管
理
運
営
費
等
の
支
出 
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額
を
差
し
引
い
た
額
□
以
下
□
決
算
剰
余
金
□
と
い
う
□
□
が
予
定
剰
余
金
□
当
該
額
が
基
準
納 

入
額
を
下
回
る
場
合
は
□
基
準
納
入
額
□
を
上
回
る
場
合
は
□
当
該
上
回
る
額
の
二
分
の
一
の
額 

を
県
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
□
な
お
□
決
算
剰
余
金
が
予
定
剰
余
金
を
下
回
□
た
場
合
に
お
い 

て
も
□
基
準
納
入
額
及
び
予
定
剰
余
金
追
加
納
入
額
は
□
原
則
と
し
て
変
更
し
な
い
も
の
と
す
る
□ 

 

６ 
県
へ
納
入
す
る
額
□
方
法
及
び
時
期
に
つ
い
て
は
□
県
と
指
定
管
理
者
と
が
締
結
す
る
協
定
に 

お
い
て
定
め
る
□ 

六 

指
定
の
申
請
の
方
法 

 

１ 

応
募
資
格 

 

(1) 

県
内
に
本
店
□
支
店
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
事
務
所
を
置
き
□
又
は
置
こ
う
と
す
る
法
人
そ
の

他
の
団
体
□
以
下
□
法
人
等
□
と
い
う
□
□
で
あ
る
こ
と
□ 

 
 

(2) 

港
湾
施
設
□
港
湾
法
第
二
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
□
□
の
管
理
業
務
に
携
わ

□
た
実
績
を
有
す
る
法
人
等
又
は
こ
の
業
務
に
携
わ
□
た
経
験
を
有
す
る
者
を
業
務
に
従
事
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
法
人
等
で
あ
る
こ
と
□ 

 
 

(3) 

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
□
平
成
十

六
年
国
土
交
通
省
令
第
五
十
九
号
□
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満

た
す
者
又
は
満
た
す
見
込
み
で
あ
る
者
を
□
埠
頭
保
安
管
理
者
の
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
法
人
等
で
あ
る
こ
と
□ 

 
 

(4) 

一
２
に
掲
げ
る
地
区
に
近
接
し
た
位
置
に
□
業
務
に
当
た
る
事
務
所
を
確
保
す
る
こ
と
が
で

き
る
法
人
等
で
あ
る
こ
と
□ 

 

(5) 

法
人
等
又
は
そ
の
代
表
者
が
□
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
□ 

ア 

法
律
行
為
を
行
う
能
力
を
有
し
な
い
者 

イ 

破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者 

ウ 

地
方
自
治
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
□
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
□
同

項
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
□
□
の
規
定
に
よ
り
県
に
お
け
る
一
般
競
争
入
札
等
の
参
加
を

制
限
さ
れ
て
い
る
者 

エ 

地
方
自
治
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
□
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
者 

オ 

県
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
に
お
い
て
□
そ
の
公
正
な
手
続
を
妨
げ
た
者
又

は
公
正
な
価
格
の
成
立
を
害
し
□
若
し
く
は
不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者 

カ 

岡
山
県
税
□
岡
山
県
に
納
税
義
務
が
な
い
者
に
あ
□
て
は
□
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
の
都
道
府
県
税
□
並
び
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
未
納
が
あ
る
者
□
未
納
税
額

に
つ
い
て
徴
収
□
納
税
□
の
猶
予
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
□
□ 

 

(6) 

法
人
等
の
役
員
□
業
務
を
執
行
す
る
社
員
□
取
締
役
□
執
行
役
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者

を
含
む
□
□
が
□
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
□ 

ア 

暴
力
団
員
等
□
岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
□
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
七
号
□

第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
等
を
い
う
□
以
下
同
じ
□
□
に
該
当
す
る
者 

イ 

暴
力
団
□
岡
山
県
暴
力
団
排
除
条
例
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
□
以
下

同
じ
□
□
又
は
暴
力
団
員
等
の
統
制
下
に
あ
る
者 

ウ 

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者 

 
 
 

(7) 

指
定
管
理
施
設
の
使
用
許
可
の
申
請
団
体
で
な
い
こ
と
□ 

 

２ 

募
集
要
項
の
配
布 

 
 
 

(1) 

配
布
期
間 

 

令
和
七
年
十
一
月
十
四
日
□
金
□
か
ら
同
年
十
二
月
十
五
日
□
月
□
ま
で
の
午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
□
た
だ
し
□
県
の
休
日
□
岡
山
県
の
休

日
を
定
め
る
条
例
□
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
二
号
□
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
を
い
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う
□
□
を
除
く
□ 

 
 

(2) 

配
布
場
所 

 

岡
山
県
土
木
部
港
湾
課 

 
 

〒
七
〇
〇―

八
五
七
〇 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

 
 

電
話 

〇
八
六―

二
二
六―

七
四
八
四
□
直
通
□ 

 
フ
□
□
ク
ス 

〇
八
六―

二
二
七―

五
五
五
一 

 

電
子
メ
□
ル
ア
ド
レ
ス 

k
o
w
a
n
@
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
l
g
.
j
p
 

 
 

(3) 

配
布
方
法 

 
 

(1)
の
期
間
内
に
(2)
の
場
所
に
お
い
て
直
接
受
け
取
る
こ
と
□
ま
た
□
岡
山
県
土
木
部
港
湾
課

の
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
□
ド
す
る
こ
と
も
で
き
る
□ 

 

ホ
□
ム
ペ
□
ジ
ア
ド
レ
ス 

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i
/
6
6
/
 

 

３ 

募
集
説
明
会 

(1) 

開
催
日
時 

 
 

 
 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
五
日
□
火
□
午
前
十
時
か
ら 

 
 
 
 

(2) 

そ
の
他 

 
 
 
 
 
 
 

(1)
の
ほ
か
□
開
催
場
所
□
参
加
申
込
方
法
等
に
つ
い
て
は
□
募
集
要
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
□ 

 

４ 

指
定
の
申
請
の
受
付 

(1) 

受
付
期
間 

２
(1)
の
期
間 

(2) 

提
出
書
類 

ア 

指
定
管
理
者
指
定
申
請
書
□
以
下
□
指
定
申
請
書
□
と
い
う
□
□ 

イ 

指
定
管
理
施
設
の
管
理
に
係
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書 

ウ 

法
人
等
の
概
要 

エ 

指
定
申
請
書
を
提
出
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
お
け
る
法
人
等
の
事
業
計
画
書
及
び

収
支
予
算
書 

オ 

指
定
申
請
書
を
提
出
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
□
以
下
□
前
事
業
年
度
□

と
い
う
□
□
に
お
け
る
法
人
等
の
事
業
報
告
書
□
収
支
決
算
書
及
び
財
産
目
録
□
以
下
□
事

業
報
告
書
等
□
と
い
う
□
□
□
た
だ
し
□
指
定
申
請
書
を
提
出
す
る
日
に
お
い
て
前
事
業
年

度
に
お
け
る
事
業
報
告
書
等
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
法
人
等
に
あ
□
て
は
前
々
事
業
年
度
に

お
け
る
事
業
報
告
書
等
と
し
□
指
定
申
請
書
を
提
出
す
る
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
設
立
さ

れ
た
法
人
等
に
あ
□
て
は
そ
の
設
立
時
に
お
け
る
財
産
目
録
と
す
る
□ 

カ 

定
款
□
寄
附
行
為
□
規
約
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
書
類 

キ 

法
人
に
あ
□
て
は
□
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書 

ク 

役
員
の
名
簿 

ケ 

１
(5)
の
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
旨
の
申
立
書 

コ 

１
(6)
の
欠
格
事
由
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
書 

サ 

そ
の
他
募
集
要
項
で
定
め
る
書
類 

(3) 

提
出
場
所
及
び
提
出
方
法 

 
 
 
 

２
(2)
の
場
所
へ
持
参
し
□
又
は
郵
送
す
る
こ
と
□
な
お
□
郵
送
に
よ
る
場
合
は
□
書
留
郵
便

に
よ
る
こ
と
と
し
□
令
和
七
年
十
二
月
十
五
日
□
月
□
必
着
と
す
る
こ
と
□ 

七 

指
定
管
理
者
の
候
補
の
選
定 

 

１ 

指
定
管
理
者
候
補
選
定
委
員
会
の
設
置 

 

岡
山
県
土
木
部
指
定
管
理
者
候
補
選
定
委
員
会
を
設
置
し
□
提
出
さ
れ
た
申
請
書
類
□
以
下
□
提

出
書
類
□
と
い
う
□
□
に
つ
い
て
審
査
基
準
に
基
づ
い
て
審
査
を
行
い
□
募
集
要
項
に
定
め
る
と
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こ
ろ
に
よ
り
□
指
定
管
理
者
の
候
補
を
選
定
す
る
□ 

 

２ 

審
査
基
準 

(1) 

事
業
計
画
の
内
容
が
指
定
管
理
施
設
の
利
用
者
の
平
等
な
利
用
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
□ 

(2) 
事
業
計
画
の
内
容
が
指
定
管
理
施
設
の
機
能
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
と
と
も
に
□
そ
の
管

理
に
係
る
経
費
の
縮
減
が
図
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
□ 

(3) 

事
業
計
画
に
沿
□
た
管
理
を
安
定
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
□ 

(4) 

そ
の
他
指
定
管
理
施
設
の
管
理
を
効
率
的
に
行
う
た
め
知
事
が
必
要
と
認
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
□ 

 

３ 

選
定
結
果
の
通
知
等 

 

指
定
管
理
者
の
候
補
の
選
定
結
果
は
□
指
定
の
申
請
を
し
た
法
人
等
□
以
下
□
申
請
者
□
と
い

う
□
□
に
宛
て
て
通
知
す
る
と
と
も
に
□
県
の
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
等
で
公
表
す
る
□
□
令
和
八
年
一

月
を
予
定
□ 

八 

指
定
管
理
者
の
指
定 

 
 

指
定
管
理
者
の
候
補
に
選
定
さ
れ
た
法
人
等
に
つ
い
て
は
□
県
議
会
に
お
け
る
議
決
を
経
た
後
に
□

指
定
管
理
者
と
し
て
指
定
す
る
□ 

九 

そ
の
他 

 
 

１ 

提
出
書
類
は
□
返
却
し
な
い
□ 

 

２ 

提
出
書
類
の
著
作
権
は
□
申
請
者
に
帰
属
す
る
□
た
だ
し
□
県
は
□
指
定
管
理
者
の
公
表
等
の

た
め
必
要
な
場
合
に
は
□
提
出
書
類
の
全
部
又
は
一
部
を
無
償
で
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
□ 

 

３ 

申
請
に
係
る
経
費
は
□
全
て
申
請
者
の
負
担
と
す
る
□ 

 

４ 

提
出
書
類
は
□
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
□
及
び
岡

山
県
行
政
情
報
公
開
条
例
□
平
成
八
年
岡
山
県
条
例
第
三
号
□
に
基
づ
く
情
報
公
開
の
請
求
の
対

象
と
な
る
□ 

 
 

５ 

申
請
書
類
が
受
理
さ
れ
た
後
に
辞
退
す
る
場
合
は
□
辞
退
届
を
提
出
す
る
こ
と
□ 

 

６ 

提
出
書
類
に
虚
偽
又
は
不
正
が
あ
□
た
場
合
そ
の
他
申
請
者
又
は
関
係
者
に
お
い
て
不
適
法
又

は
不
正
な
行
為
が
あ
□
た
場
合
は
□
申
請
を
無
効
と
す
る
□ 

 
 

７ 

詳
細
及
び
こ
の
公
告
に
定
め
の
な
い
事
項
は
□
募
集
要
項
及
び
仕
様
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ 

る
□ 

十 

問
い
合
わ
せ
先 

 
 

六
２
(2)
の
場
所 
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